
JP 2012-181702 A 2012.9.20

10

(57)【要約】
【課題】即時かつリアルタイムにバックアップを行うこ
とを可能にしたディスクアレイコントローラを提供する
。
【解決手段】ディスクアレイコントローラは、複数の物
理ディスクをＲＡＩＤにて論理ディスクとして構成する
ＲＡＩＤ構成部と、その論理ディスクとバックアップ用
ストレージデバイスとを第２のＲＡＩＤとして構成する
バックアップ用ＲＡＩＤ構成部とを備える。論理ディス
クにデータを書き込む際に、同時にバックアップ用スト
レージデバイスにバックアップ用データが書き込まれる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１群の複数の物理ディスクをＲＡＩＤにて第１の論理ディスクとして構成するＲＡＩ
Ｄ構成部と、
　前記第１の論理ディスクとバックアップ用ストレージデバイスとを第２のＲＡＩＤとし
て構成するバックアップ用ＲＡＩＤ構成部
　とを具備するディスクアレイコントローラ。
【請求項２】
　前記第２のＲＡＩＤはＲＡＩＤ１で構成される
　請求項１のディスクアレイコントローラ。
【請求項３】
　前記ＲＡＩＤ構成部は更に、第２群の複数の物理ディスクをＲＡＩＤにて第２の論理デ
ィスクとして構成し、
　前記バックアップ用ＲＡＩＤ構成部は、前記第１の論理ディスクと、前記第２の論理デ
ィスクと、前記バックアップ用ストレージデバイスとを、ＲＡＩＤ５にて前記第２のＲＡ
ＩＤとして構成する
　請求項１又は２のディスクアレイコントローラ。
【請求項４】
　請求項１のディスクアレイコントローラと、
　請求項１の第１群の複数の物理ディスクと、
　請求項１のバックアップ用ストレージデバイス
　とを具備するストレージシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はディスクアレイの構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冗長化されたディスク構成を有するディスクアレイシステムが知られている。ＲＡＩＤ
（Ｒｅｄｕｎｄａｎｔ　Ａｒｒａｙ　ｏｆ　Ｉｎｅｘｐｅｎｓｉｖｅ　（ｏｒ　Ｉｎｄｅ
ｐｅｎｄｅｎｔ）　Ｄｉｓｋｓ）に代表されるディスクアレイシステムでは、論理ドライ
ブを構成するディスク装置のいずれか一つに故障や障害が発生した場合、そのディスク装
置を交換することにより、データを失わずにアレイシステムを再構築することができる。
【０００３】
　ただし論理ドライブ（ディスクアレイ）を構成する複数のディスクが故障すると、シス
テムを再構築することができない場合がある。そのためデータを予めバックアップしてお
くことが重要である。バックアップする場合、一般的には、テープ装置等の外部記憶装置
をディスクアレイシステムに接続する。そしてディスクアレイコントローラの論理ドライ
ブに対するデータ処理が発生しないように設定し、外部記憶装置へのバックアップを実施
する。
【０００４】
　図４は、ディスクアレイシステムの一例を示す。複数の物理ディスク１０２がディスク
アレイコントローラ１０１によってＲＡＩＤ　Ｎの論理ドライブ１０３として機能する。
ホストシステム１０７は、ディスクアレイコントローラ１０１の機能によって、複数の物
理ディスク１０２を一つの論理ドライブ１０３として使用することができる。
【０００５】
　論理ドライブ１０３のバックアップを行う場合、ホストシステム１０７に外部記憶装置
であるテープ装置１０６を接続する。ホストシステム１０７の命令により論理ドライブ（
ＲＡＩＤ　Ｎ）１０３の全データをテープ装置１０６に転送することでバックアップデー
タが作成される。
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【０００６】
　以下に、複数の物理ディスクを一つの論理ディスクとして使用する技術の例を記載する
。特許文献１には、データを冗長化構成で記憶する論理ディスクが記載されている。特許
文献２には、ストレージシステムの省電力化に関する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－２０１９１５号公報
【特許文献２】特開２００８－２６９４４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このようなデータのバックアップ処理には多大な時間が必要である。さらに、バックア
ップ処理が完了するまでの間、論理ドライブ１０３を使用したデータ処理を再開すること
ができない。また論理ドライブ１０３に格納されたデータの更新は、次回のバックアップ
まで反映されない。
【０００９】
　本発明の目的は、即時かつリアルタイムにバックアップを行うことを可能にするディス
クアレイコントローラを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によるディスクアレイコントローラは、第１群の複数の物理ディスクをＲＡＩＤ
にて第１の論理ディスクとして構成するＲＡＩＤ構成部と、第１の論理ディスクとバック
アップ用ストレージデバイスとを第２のＲＡＩＤとして構成するバックアップ用ＲＡＩＤ
構成部とを備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、即時かつリアルタイムにバックアップを行うことを可能にしたディスク
アレイコントローラが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態の構成を示す。
【図２】図２は、ディスクアレイコントローラの構成を示す。
【図３】図３は、本発明の第２実施形態の構成を示す。
【図４】図４は、参考技術におけるストレージシステムの構成を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。本発明の第１実施形態は、
ディスクアレイコントローラにおいて、ＲＡＩＤで構成された論理ドライブと、別途設け
られた物理ディスクまたはリムーバブルディスクとをもって論理ドライブ構成したことを
特徴としている。
【００１４】
　図１は、本発明の第１実施形態におけるストレージシステムを示す。ディスクアレイコ
ントローラ１に、第１群の複数の物理ディスク２が接続される。ディスクアレイコントロ
ーラ１は、図２に示すように、ＲＡＩＤ構成部１－１と、バックアップ用ＲＡＩＤ構成部
１－２とを備える。これらの各部は、ディスクアレイシステムを構成するための一般的な
コンピュータのハードウエア及びソフトウェア資源を用いて実現することができる。
【００１５】
　ＲＡＩＤ構成部１－１は、複数の物理ディスク２によって第１の論理ドライブ（ＲＡＩ
Ｄ　Ｎ）３を構成する。一般的にＲＡＩＤレベルは０、１、５、６、１０等あるが、どの
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レベルで論理ドライブ３を構成してもよい。
【００１６】
　ディスクアレイコントローラ１には更に、物理ディスク／リムーバブルディスク４が接
続される。物理ディスク／リムーバブルディスク４は、ハードディスクや光ディスク等に
よってバックアップ用のデータを格納するストレージデバイスである。バックアップ用Ｒ
ＡＩＤ構成部１－２は、論理ドライブ（ＲＡＩＤ　Ｎ）３（第１の論理ドライブ）と物理
ディスク／リムーバブルディスク４とを論理ドライブ（ＲＡＩＤ　１）５（第２の論理ド
ライブ）として構成する。論理ドライブ（ＲＡＩＤ　１）５はディスクアレイコントロー
ラ１によってレベル１のＲＡＩＤとして構成され、制御される。
【００１７】
　次に本実施形態の動作を説明する。ディスクアレイコントローラ１は複数の物理ドライ
ブ２から構成される論理ドライブ（ＲＡＩＤ　Ｎ）３にデータのリード（読み出し）また
はライト（書き込み）を行う。
【００１８】
　論理ドライブ（ＲＡＩＤ　Ｎ）３と物理ディスク／リムーバブルディスク４とが論理ド
ライブ（ＲＡＩＤ１）５を構成しているため、論理ドライブ（ＲＡＩＤ　Ｎ）３へのデー
タの書き込み動作と同時に、物理ディスク／リムーバブルディスク４にもリアルタイムで
同期して同一の書き込み動作が実施される。これにより物理ディスク／リムーバブルディ
スク４に対して常時リアルタイムにデータのバックアップが実施される。
【００１９】
　ディスクアレイコントローラ１は、物理ディスク／リムーバブルディスク４が接続され
ると、その接続に応答して、論理ドライブ３のデータを即時に物理ディスク／リムーバブ
ルディスク４にバックアップする。ディスクアレイコントローラ１が論理ドライブ５を構
成するＲＡＩＤ１の制御を停止すれば、物理ディスク／リムーバブルディスク４へのバッ
クアップが停止される。バックアップ処理を停止することにより、物理ディスク／リムー
バブルディスク４を交換することが可能である。
【００２０】
　以上のようなストレージシステムにより、以下の効果が得られる。
　第１の効果は、バップアップ先の装置として物理ドライブを使用し、バックアップ元の
ストレージデバイスとの間で論理ドライブ（ＲＡＩＤ　１）を構成しているので、ディス
クアレイコントローラ１が直接、バックアップを実行することができることである。
　第２の効果は、ディスクアレイコントローラ１がデータ処理をリアルタイムにバックア
ップに反映できるということである。従って、バックアップのためにディスクアレイを停
止する時間を要さない。またバックアップと逆方向のデータ転送により、バックアップデ
ータを用いたリストアも容易に実行できる。
　第３の効果は、バックアップ先の装置としてリムーバブルディスクを使用することによ
り、ディスク交換を行うことでバックアップデータの世代管理もできることである。
【００２１】
　次に、本発明の第２実施形態を説明する。図３は、本実施形態におけるストレージシス
テムを示す。本実施形態において、ディスクアレイコントローラ１は、各々がＲＡＩＤで
構成された複数の論理ドライブを備える。図３の例では、ディスクアレイコントローラ１
のＲＡＩＤ構成部１－１は、第１群の物理ディスク２で構成した第１の論理ディスク３－
１と、第２群の物理ディスク２で構成した第２の論理ディスクとを制御する。
【００２２】
　ディスクアレイコントローラ１のバックアップ用ＲＡＩＤ構成部１－２は、第１の論理
ドライブ３－１と、第２の論理ドライブ３－２と、物理ディスク／リムーバブルディスク
４とでＲＡＩＤレベル５の論理ドライブ８を構成する。バックアップ用の物理ディスク／
リムーバブルディスク４をＲＡＩＤレベル５のディスクアレイに組み入れたことで、論理
ドライブの冗長性を向上させつつ、ディスク容量を増加させる効果が得られる。
【符号の説明】
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【００２３】
１　ディスクアレイコントローラ
１－１　ＲＡＩＤ構成部
１－２　バックアップ用ＲＡＩＤ構成部
２　物理ディスク
３　論理ドライブ
３－１　論理ドライブ
３－２　論理ドライブ
４　物理ディスク／リムーバブルディスク
５　論理ドライブ
８　論理ドライブ
１０１　ディスクアレイコントローラ
１０２　物理ディスク
１０３　論理ドライブ
１０６　テープ装置
１０７　ホストシステム

【図１】

【図２】

【図３】
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